
子ども・子育て支援納付金に係る内閣府令について（案） 

 

１. 概要 

○ 各保険者の支援納付金額の基本的な算定方法は法定されており、まずは支援納付

金総額を、後期高齢者医療制度とそれ以外で医療保険料の負担総額の比率に応じ

て割り当て、次に、被用者保険制度と国民健康保険制度間においては、加入者数

に応じて割り当てることとされている。 

○ そして、各医療保険制度内では加入者数や総報酬などを基に割り当てることとさ

れている。 

○ 法律にしたがって保険者に割り当てる際の詳細事項（例：各保険者の加入者数や

標準報酬総額の見込み方や保険者による国への報告事項）は内閣府令で定めるこ

ととされている。 

○ 具体的な内閣府令の内容は以下のとおりとする。 

 

２. 内閣府令で規定する事項 

① 各保険者の加入者の見込数の算定方法（法第 71 条の５第１項関係） 

［前提］ 

○ 国民健康保険制度と被用者保険制度の概算支援納付金の割り当て等には、加入者

の見込数を用いることが法定されており、この加入者の見込数の算定方法が内閣

府令に委任されている。 

［府令の概要］ 

○ 加入者の見込数については、徴収が行われる年度の前々年度の加入者数実績に、

こども家庭庁長官が毎年別途定める伸び率（※）を乗じた数とする。 

 ※ 国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計を用いて伸び率を算定。 

 

② 標準報酬総額の見込額の算定方法（法第 71条の５第１項関係） 

［前提］ 

○ 被用者保険制度における保険者間の概算支援納付金の割り当てには標準報酬総額

の見込額を用いることが法定されており、標準報酬総額の見込み方が内閣府令に

委任されている。 

［府令の概要］ 

○ 標準報酬総額の見込み方については、徴収が行われる年度の前々年度の標準報酬

総額に、賃金水準の伸び及び加入者数の伸びを勘案して当該被用者保険者が見込

む伸び率を乗じた額とする。 
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③ 標準報酬総額の見込額の補正方法（法第 71条の５第２項関係） 

［前提］ 

○ 被用者保険制度における保険者間の概算支援納付金の割り当てに用いる標準報酬

総額の見込額は、②のとおりであるが、標準報酬の等級区分は被用者保険に関す

る各法律（健康保険法、国家公務員等共済組合法 等）ごとに定められている。 

○ 現在は、各等級区分は同一となっているが、過去に区分の最低等級が同一ではな

い期間があったことを踏まえ、今後、等級区分が同一とならない場合に備えた標

準報酬総額の補正方法が内閣府令に委任されている。 

［府令の概要］ 

○ 被用者保険者間の標準報酬の等級区分が同一でない場合に、健康保険法に定める

等級区分と異なる等級区分を用いている被用者保険者においては、健康保険法に

定める等級区分が適用された場合の標準報酬総額となるよう補正した上で、見込

額を算定することとする。 

 

④ 後期高齢者医療制度とそれ以外における支援納付金の負担割合の更新方法の詳細

（法第 71条の５第４項関係） 

［前提］ 

○ 令和８・９年度の後期高齢者医療制度とそれ以外の概算支援納付金の割り当てに

ついては、令和８年度における医療保険料の負担総額の比率に応じて後期：それ

以外＝８：92 の割合で割り当てることとされている。 

○ 令和 10 年度以降は２年ごとにこの割合を更新することとしており、後期高齢者医

療制度は令和８年度から N 年度（更新年度）の被保険者数の伸び率を 8/100 に乗

じ、それ以外は令和８年度から N年度の加入者数の伸び率を 92/100 に乗じて算定

することが法定されており、その伸び率の算定に用いる数値が内閣府令に委任さ

れている。 

［府令の概要］ 

○ 後期高齢者医療制度とそれ以外の伸び率については、それぞれ、N年度の被保険

者数又は加入者数の見込み数を令和８年度の被保険者数又は加入者数の実績で除

して得た数とする。 

 

  



⑤ 後期高齢者医療広域連合内の支援納付金の割り当ての詳細（法第 71条の５第５項

関係） 

［前提］ 

○ 広域連合間の支援納付金は、被保険者数及び被保険者の平均所得を勘案して割り

当てられることとされており、所得の勘案に当たっては、広域連合間の所得差が

反映されるよう、所得係数を用いることとされている。また、各広域連合内では

割り当てられた支援納付金額に基づき算定される保険料は定額部分と所得比例部

分からなる。 

 

≪広域連合間の支援納付金の割り当てに係る算定式≫ 

 後期高齢者医療制度全体の支援納金額総額 × (各広域連合の被保険者数/広域連合

全体の被保険者数) × 所得係数 

 

［府令の概要］ 

○ 所得比例部分に広域連合間の所得差が反映されるよう所得係数を定める。 

 

⑥ 確定支援納付金の算定に用いる数値（法第 71 条の６第１項及び第３項関係） 

［府令の概要］ 

○ 確定支援納付金の割り当てにあたっては、①④において概算支援納付金算定時に

「見込み」としていた加入者数等について、「実績」を用いることとする。 

 

⑦ 納付猶予申請の方法（法第 71条の 11 第１項関係） 

［前提］ 

○ やむを得ない事情により、保険者が納付の猶予を申請する際の申請方法が内閣府

令に委任されている。 

［府令の概要］ 

○ 納付の猶予を受けようとする保険者は、納付の猶予を受けようとする支援納付金

額及び猶予を受けようとする期間を記載した申請書等を提出しなければならない

こととする。 

  



⑧ 保険者による国への報告事項（法第 71 条の 12 関係） 

［前提］ 

○ 加入者数や標準報酬総額の実績及び見込みを基に、国において各保険者の支援納

付金額の算定を行うことから、保険者による国への報告事項が内閣府令に委任さ

れている。 

［府令の概要］ 

○ 各保険者は以下の報告事項について、以下の報告期限までに報告することとす

る。 

報告事項 
保険者 

報告期限 
国保 後期 被用者 

①各年度の各月末加入者数実績 〇 〇 〇 当該年度の翌年度の６月１日 

②各年度の各月末加入者数実績

（18 歳未満加入者を除く） 
〇 ― ― 

当該年度の翌年度の６月１日 

③各年度の標準報酬総額の見込額 
― ― 〇 

当該年度の前年度の 11月末

日 

④各年度の標準報酬総額実績 ― ― 〇 当該年度の翌年度の８月末日 

○ ①～②の令和７年度の報告については、令和７年 11 月末日を報告期限とする。 

 

⑨ 一律の支援金率等の公示 

○ 国会における附帯決議に基づき、こども家庭庁長官は、被用者保険者について一

律の支援金率を定めることとする。 

○ こども家庭庁長官は、加入者数の伸び率など支援納付金の算定に用いる諸係数を

定めることとする。 

 

［一律の支援金率の設定方法］ 

○ 国が示す一律の支援金率については、国会における附帯決議の趣旨のとおり、全

ての被用者保険者に活用頂くものとしてお示しすることとしており、この設定に

当たっては、①当年度の支援納付金総額に加え、 ②前々年度における支援納付金

総額の概算・確定の差額、 ③前々年度における標準報酬総額の見込と実績の差に

伴う支援金徴収総額の見込と実績の差額、④準備金必要総額（保険者に資金不足

が生じないよう設定）の差額の合計額を、被用者保険者全体の標準報酬総額で除

して設定する。 

 

  



⑩ 調整金額の算定方法（第 71 条の 4第 2項関係） 

［前提］ 

○ 各保険者が国に納付する支援納付金の額は、当年度の概算支援納付金額に加え、

前々年度の概算支援納付金額と確定支援納付金額の差額などを勘案した調整金額

により算定することとされており、この調整金額の算定方法が内閣府令に委任さ

れている。 

［府令の概要］ 

○ 被用者保険においては、国が一律の支援金率を示すこととしているが、一律の支

援金率は、前々年度における被用者保険者全体の支援納付金総額、支援金徴収総

額の差額等を基に設定するため、個々の保険者ごとに生じる支援納付金額と一律

の支援金率による支援金徴収額との過不足額を調整する。 

 

 その他、所要の規定の整備を行う。 
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く
。
）
に
係
る
加
入
者
等
の
見
込
数
の
総
数
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
全
て
の
地
域
保
険
等

保
険
者
（
日
雇
保
険
者
と
し
て
の
全
国
健
康
保
険
協
会
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た

数
の
総
数
と
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
の
総
数
と
の
合
計
数
と
す
る
。

６

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
各
年
度
に
お
け
る
法
第
七
十
一
条
の
五
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
当
該
地
域
保
険

等
保
険
者
に
係
る
加
入
者
等
（
十
八
歳
未
満
加
入
者
等
を
除
く
。
）
の
見
込
数
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
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て
、
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
健
康
保
険
者
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
保
険
等
保
険
者
」
と
、
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分

中
「
加
入
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
加
入
者
等
（
十
八
歳
未
満
加
入
者
等
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

７

各
年
度
に
お
け
る
法
第
七
十
一
条
の
五
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
全
て
の
地
域
保
険
等
保
険
者
に
係
る
加
入
者
等

（
十
八
歳
未
満
加
入
者
等
を
除
く
。
）
の
見
込
数
の
総
数
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
全
て
の
地
域
保
険
等
保
険
者
に
係
る
前

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
の
総
数
と
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

準
用
す
る
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
数
の
総
数
と
の
合
計
数
と
す
る
。

８

各
年
度
に
お
け
る
法
第
七
十
一
条
の
五
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
日
雇
保
険
者
と
し
て
の
全
国
健
康
保
険
協
会
に
係
る

加
入
者
等
の
見
込
数
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
日
雇
保
険
者
と
し
て
の
全
国
健
康
保
険
協
会
に
係
る
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

算
定
し
た
数
と
す
る
。

９

各
年
度
に
お
け
る
法
第
七
十
一
条
の
五
第
一
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
係
る
被
保
険

者
の
見
込
数
は
、
当
該
年
度
の
前
々
年
度
に
お
け
る
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
係
る
被
保
険
者
の
数
と
す
る
。

各
年
度
に
お
け
る
法
第
七
十
一
条
の
五
第
一
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
全
て
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
係
る
被
保

10
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険
者
の
見
込
数
の
総
数
は
、
当
該
年
度
の
前
々
年
度
に
お
け
る
全
て
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
係
る
被
保
険
者
の
数

の
総
数
と
す
る
。

（
概
算
支
援
納
付
金
の
算
定
に
係
る
被
用
者
保
険
等
保
険
者
の
標
準
報
酬
総
額
の
見
込
額
の
算
定
方
法
）

第
三
条

各
年
度
に
お
け
る
法
第
七
十
一
条
の
五
第
一
項
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
当
該
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
標
準
報

酬
総
額
の
見
込
額
は
、
被
用
者
保
険
等
保
険
者
（
新
設
等
保
険
者
を
除
く
。
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ

っ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
に
第
二
号
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
被
用
者
保
険
等
保
険
者
（
新
設
等
保
険
者

に
限
る
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

一

当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
当
該
被
用
者
保
険
等
保
険
者
の
標
準
報
酬
総
額

二

当
該
年
度
の
前
年
度
及
び
当
該
年
度
に
お
い
て
見
込
ま
れ
る
当
該
被
用
者
保
険
等
保
険
者
の
加
入
者
等
（
全
国
健
康
保

険
協
会
及
び
健
康
保
険
組
合
の
被
保
険
者
、
共
済
組
合
の
組
合
員
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

百
二
十
八
号
）
に
よ
る
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
者
及
び
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七

年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
に
よ
る
短
期
給
付
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
な
い
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
私
立
学
校

教
職
員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
の
規
定
に
よ
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
（
同
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法
附
則
第
二
十
項
の
規
定
に
よ
り
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
に
よ
る
保
険
給
付
の
み
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
並
び
に
国
民
健
康
保
険
組
合
（
被
用
者
保
険
等
保
険
者
で
あ
る
も

の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
組
合
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
賃
金
水
準
の
伸
び
及
び
加
入
者
等
の
数
の
伸
び

等
を
勘
案
し
て
当
該
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
お
い
て
見
込
ま
れ
る
こ
れ
ら
の
年
度
に
お
け
る
当
該
被
用
者
保
険
等
保
険

者
の
標
準
報
酬
総
額
の
伸
び
率

三

当
該
被
用
者
保
険
等
保
険
者
の
標
準
報
酬
総
額
に
相
当
す
る
額
等
を
勘
案
し
て
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
算
定
し
た
額

（
概
算
支
援
納
付
金
の
算
定
に
係
る
標
準
報
酬
総
額
の
補
正
）

第
四
条

各
年
度
に
お
け
る
法
第
七
十
一
条
の
五
第
一
項
第
一
号
ロ
の
標
準
報
酬
総
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
被
用
者
保
険

等
保
険
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
正
し
て
得
た
額
と
す
る
。

一

全
国
健
康
保
険
協
会
及
び
健
康
保
険
組
合

全
国
健
康
保
険
協
会
及
び
当
該
健
康
保
険
組
合
の
被
保
険
者
の
健
康
保
険

法
又
は
船
員
保
険
法
（
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
）
に
規
定
す
る
当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
標
準
報
酬
月
額
の
合
計

額
の
総
額
に
百
分
の
百
を
乗
じ
て
得
た
額
と
当
該
被
保
険
者
の
健
康
保
険
法
又
は
船
員
保
険
法
に
規
定
す
る
標
準
賞
与
額

の
同
年
度
の
合
計
額
の
総
額
と
を
合
算
し
た
額
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二

共
済
組
合

当
該
共
済
組
合
の
組
合
員
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
組
合
員
」
と
い
う
。
）
の
当
該
年
度
の
前
々
年
度

の
標
準
報
酬
の
月
額
（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
又
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
（
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
「
標
準
報
酬
」
と
い
う
。
）
の
月
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
の
総
額
（
標
準

報
酬
の
月
額
が
標
準
報
酬
の
等
級
の
最
高
等
級
又
は
最
低
等
級
に
属
す
る
組
合
員
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
組
合

員
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
同
年
度
の
合
計
額
の
総
額
に
、
イ
に
掲
げ
る
額
を
ロ
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て

得
た
額
）
と
当
該
組
合
員
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
又
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
規
定
す
る
標
準
期
末
手
当
等

の
額
の
同
年
度
の
合
計
額
の
総
額
と
を
合
算
し
た
額

イ

当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
六
月
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
基
準
月
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
標
準
報
酬
の
月
額
が

標
準
報
酬
の
等
級
の
最
高
等
級
又
は
最
低
等
級
に
属
す
る
組
合
員
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
基
礎
と
な
っ
た
報
酬
の
月
額

を
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
報
酬
月
額
と
み
な
し
て
定
め
た
同
法
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
の
総
額
及
び
当
該
組

合
員
以
外
の
組
合
員
の
当
該
標
準
報
酬
の
月
額
の
総
額
を
合
算
し
た
額

ロ

基
準
月
に
お
け
る
当
該
組
合
員
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
総
額

三

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団

私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
加
入
者
」
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と
い
う
。
）
の
当
該
年
度
の
前
々
年
度
の
標
準
報
酬
月
額
（
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
を
い

う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
の
総
額
（
標
準
報
酬
月
額
が
標
準
報
酬
月
額
の
等
級
の
最
高
等
級
又
は

最
低
等
級
に
属
す
る
加
入
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
加
入
者
の
標
準
報
酬
月
額
の
同
年
度
の
合
計
額
の
総
額

に
、
イ
に
掲
げ
る
額
を
ロ
に
掲
げ
る
額
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
及
び
加
入
者
の
同
法
に
規
定
す
る
標
準
賞

与
額
の
同
年
度
の
合
計
額
の
総
額
を
合
算
し
た
額

イ

基
準
月
に
お
け
る
標
準
報
酬
月
額
が
標
準
報
酬
月
額
の
等
級
の
最
高
等
級
又
は
最
低
等
級
に
属
す
る
加
入
者
の
標
準

報
酬
月
額
の
基
礎
と
な
っ
た
報
酬
の
月
額
を
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
報
酬
月
額
と
み
な
し
て
定
め
た
同
法
に
規
定

す
る
標
準
報
酬
月
額
の
総
額
及
び
当
該
加
入
者
以
外
の
加
入
者
の
標
準
報
酬
月
額
の
総
額
を
合
算
し
た
額

ロ

基
準
月
に
お
け
る
加
入
者
の
標
準
報
酬
月
額
の
総
額

四

国
民
健
康
保
険
組
合

当
該
国
民
健
康
保
険
組
合
の
組
合
員
の
健
康
保
険
法
若
し
く
は
船
員
保
険
法
に
規
定
す
る
標
準

報
酬
月
額
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
若
し
く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
の
月
額
若
し
く
は

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
又
は
健
康
保
険
法
若
し
く
は
船
員
保
険
法
に
規
定
す
る
標
準
賞
与

額
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
若
し
く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
規
定
す
る
標
準
期
末
手
当
等
の
額
若
し
く
は
私
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立
学
校
教
職
員
共
済
法
に
規
定
す
る
標
準
賞
与
額
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
次
条
の
規
定
に
よ
り
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が

定
め
る
も
の
の
額
の
前
々
年
度
の
合
計
額
の
総
額
を
、
当
該
国
民
健
康
保
険
組
合
の
組
合
員
の
報
酬
の
内
容
に
応
じ
、
前

三
号
の
規
定
に
よ
る
補
正
の
方
法
を
勘
案
し
て
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
正
し
て
得
た
額

２

健
康
保
険
法
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
の
等
級
又
は
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
若
し
く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法

に
規
定
す
る
標
準
報
酬
の
等
級
若
し
く
は
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
の
等
級
の
最
高
等
級
の
額

又
は
最
低
等
級
の
額
が
改
定
さ
れ
た
年
度
の
共
済
組
合
の
組
合
員
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
又
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組

合
法
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
の
月
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
共
済
組
合
の
組
合
員
の
標
準
報
酬
の
月
額
」
と
い
う
。
）

の
合
計
額
の
総
額
及
び
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
の
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
の
標
準
報
酬
月
額
」
と
い
う
。
）
の
合
計
額
の
総
額
に

つ
い
て
は
、
当
該
共
済
組
合
の
組
合
員
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
同
年
度
の
合
計
額
の
総
額
及
び
当
該
私
立
学
校
教
職
員
共
済

制
度
の
加
入
者
の
標
準
報
酬
月
額
の
同
年
度
の
合
計
額
の
総
額
を
そ
れ
ぞ
れ
同
年
度
の
四
月
か
ら
当
該
改
定
が
行
わ
れ
た
月

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
定
月
」
と
い
う
。
）
の
前
月
ま
で
の
期
間
に
係
る
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
定
前
の

期
間
に
係
る
額
」
と
い
う
。
）
と
改
定
月
か
ら
同
年
度
の
三
月
ま
で
の
期
間
に
係
る
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
改
定
以
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後
の
期
間
に
係
る
額
」
と
い
う
。
）
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
額
に
つ
き
共
済
組
合
の
組
合
員
の
標
準
報
酬
の
月
額
の
同
年

度
の
合
計
額
の
総
額
及
び
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
の
標
準
報
酬
月
額
の
同
年
度
の
合
計
額
の
総
額
と
み
な
し

て
前
項
の
規
定
を
適
用
し
補
正
し
て
得
た
額
を
合
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
最
高
等
級
」
と
あ
る
の
は
、
改
定
前
の
期
間
に
係
る
額
に
つ
い
て
は
「
健
康
保
険
法
に
規

定
す
る
標
準
報
酬
月
額
の
等
級
又
は
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
若
し
く
は
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
に
規
定
す
る
標
準
報

酬
の
等
級
若
し
く
は
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
に
規
定
す
る
標
準
報
酬
月
額
の
等
級
の
最
高
等
級
の
額
又
は
最
低
等
級
の
額

が
改
定
さ
れ
た
年
度
の
当
該
改
定
が
さ
れ
た
月
（
以
下
「
改
定
月
」
と
い
う
。
）
前
に
お
け
る
最
高
等
級
」
と
し
、
改
定
以

後
の
期
間
に
係
る
額
に
つ
い
て
は
「
改
定
月
以
後
に
お
け
る
最
高
等
級
」
と
し
、
同
号
ロ
中
「
総
額
」
と
あ
る
の
は
、
改
定

前
の
期
間
に
係
る
額
に
つ
い
て
は
「
総
額
（
改
定
月
が
当
該
基
準
月
以
前
の
月
で
あ
る
と
き
は
、
改
定
月
前
に
お
け
る
標
準

報
酬
の
等
級
の
最
高
等
級
又
は
最
低
等
級
を
当
該
基
準
月
に
お
け
る
標
準
報
酬
の
等
級
の
最
高
等
級
又
は
最
低
等
級
と
み
な

し
て
算
定
し
た
額
の
総
額
）
」
と
し
、
改
定
以
後
の
期
間
に
係
る
額
に
つ
い
て
は
「
総
額
（
改
定
月
が
当
該
基
準
月
よ
り
後

の
月
で
あ
る
と
き
は
、
改
定
月
以
後
に
お
け
る
標
準
報
酬
の
等
級
の
最
高
等
級
又
は
最
低
等
級
を
当
該
基
準
月
に
お
け
る
標

準
報
酬
の
等
級
の
最
高
等
級
及
び
最
低
等
級
と
み
な
し
て
算
定
し
た
額
の
総
額
）
」
と
し
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
最
高
等
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級
」
と
あ
る
の
は
、
改
定
前
の
期
間
に
係
る
額
に
つ
い
て
は
「
改
定
月
前
に
お
け
る
最
高
等
級
」
と
し
、
改
定
以
後
の
期
間

に
係
る
額
に
つ
い
て
は
「
改
定
月
以
後
に
お
け
る
最
高
等
級
」
と
し
、
同
号
ロ
中
「
総
額
」
と
あ
る
の
は
、
改
定
前
の
期
間

に
係
る
額
に
つ
い
て
は
「
総
額
（
改
定
月
が
当
該
基
準
月
以
前
の
月
で
あ
る
と
き
は
、
改
定
月
前
に
お
け
る
標
準
報
酬
月
額

の
等
級
の
最
高
等
級
又
は
最
低
等
級
を
当
該
基
準
月
に
お
け
る
標
準
報
酬
月
額
の
等
級
の
最
高
等
級
又
は
最
低
等
級
と
み
な

し
て
算
定
し
た
額
の
総
額
）
」
と
し
、
改
定
以
後
の
期
間
に
係
る
額
に
つ
い
て
は
「
総
額
（
改
定
月
が
当
該
基
準
月
よ
り
後

の
月
で
あ
る
と
き
は
、
改
定
月
以
後
に
お
け
る
標
準
報
酬
月
額
の
等
級
の
最
高
等
級
又
は
最
低
等
級
を
当
該
基
準
月
に
お
け

る
標
準
報
酬
月
額
の
等
級
の
最
高
等
級
及
び
最
低
等
級
と
み
な
し
て
算
定
し
た
額
の
総
額
）
」
と
す
る
。

（
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
国
民
健
康
保
険
組
合
に
係
る
俸
給
等
に
相
当
す
る
も
の
の
額
）

第
五
条

法
第
七
十
一
条
の
五
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
組
合
員
ご
と
の
同
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
額
に
相

当
す
る
も
の
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
額
は
、
賃
金
、
給
料
、
俸
給
そ
の
他
勤
務
の
対
償
と
し
て
受
け
る
も
の
で
あ
っ

て
、
当
該
国
民
健
康
保
険
組
合
の
組
合
員
が
負
担
す
る
保
険
料
そ
の
他
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
も
の

の
う
ち
当
該
国
民
健
康
保
険
組
合
ご
と
に
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
も
の
の
額
と
す
る
。

（
概
算
支
援
納
付
金
の
算
定
に
係
る
総
報
酬
割
概
算
負
担
率
の
算
定
方
法
）
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第
六
条

各
年
度
に
お
け
る
総
報
酬
割
概
算
負
担
率
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
全
て
の
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
概
算
支

援
納
付
金
の
額
の
総
額
を
当
該
年
度
に
お
け
る
全
て
の
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
標
準
報
酬
総
額
の
見
込
額
の
合
計
額

で
除
し
て
得
た
率
と
す
る
。

（
概
算
後
期
高
齢
者
支
援
納
付
金
率
の
算
定
に
係
る
被
保
険
者
の
見
込
数
等
の
算
定
方
法
）

第
七
条

法
第
七
十
一
条
の
五
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
告
示
を
行
う
年
度
に
お
け
る
全
て
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

に
係
る
被
保
険
者
の
見
込
数
の
総
数
は
、
当
該
告
示
を
行
う
年
度
に
お
け
る
全
て
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
係
る
被

保
険
者
の
見
込
数
の
総
数
と
す
る
。

２

法
第
七
十
一
条
の
五
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
令
和
八
年
度
に
お
け
る
全
て
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
係
る
被

保
険
者
の
総
数
は
、
令
和
八
年
度
に
お
け
る
全
て
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
係
る
被
保
険
者
の
数
の
総
数
と
す
る
。

３

法
第
七
十
一
条
の
五
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
告
示
を
行
う
年
度
に
お
け
る
全
て
の
健
康
保
険
者
に
係
る
加
入
者
等
の

見
込
数
の
総
数
は
、
当
該
告
示
を
行
う
年
度
に
お
け
る
全
て
の
健
康
保
険
者
に
係
る
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し

た
数
の
総
数
と
す
る
。

４

法
第
七
十
一
条
の
五
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
令
和
八
年
度
に
お
け
る
全
て
の
健
康
保
険
者
に
係
る
加
入
者
等
の
総
数
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は
、
令
和
八
年
度
に
お
け
る
全
て
の
健
康
保
険
者
に
係
る
加
入
者
等
の
数
の
総
数
と
す
る
。

（
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
係
る
所
得
の
平
均
額
）

第
八
条

法
第
七
十
一
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
係
る
被
保
険
者
の
所
得
の
平
均
額

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

一

法
第
七
十
一
条
の
五
第
一
項
第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
所
得
係
数
を
算
定
す
る
場
合

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合

計
額

イ

徴
収
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
係
る
被
保
険
者
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五

年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の

所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
計
額
か
ら
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
控
除
を
し
た
後
の
総
所
得
金

額
及
び
山
林
所
得
金
額
並
び
に
他
の
所
得
と
区
分
し
て
計
算
さ
れ
る
所
得
の
金
額
の
合
計
額
（
以
下
「
基
礎
控
除
後
の

総
所
得
金
額
等
」
と
い
う
。
）
の
見
込
額
の
総
額
を
徴
収
年
度
に
お
け
る
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
係
る
被

保
険
者
の
見
込
数
で
除
し
て
得
た
額
か
ら
次
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
に
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定

め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
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ロ

次
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額

二

法
第
七
十
一
条
の
六
第
一
項
第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
所
得
係
数
を
算
定
す
る
場
合

次
の
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
額
の
合

計
額

イ

徴
収
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
係
る
被
保
険
者
の
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金

額
等
の
総
額
を
徴
収
年
度
に
お
け
る
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
係
る
被
保
険
者
の
数
で
除
し
て
得
た
額
か
ら

次
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
に
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

ロ

次
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額

２

法
第
七
十
一
条
の
五
第
五
項
に
規
定
す
る
全
て
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
係
る
被
保
険
者
の
所
得
の
平
均
額
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

一

法
第
七
十
一
条
の
五
第
一
項
第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
所
得
係
数
を
算
定
す
る
場
合

徴
収
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る

全
て
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
係
る
被
保
険
者
の
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
の
見
込
額
を
徴
収
年

度
に
お
け
る
全
て
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
係
る
被
保
険
者
の
見
込
数
の
総
数
で
除
し
て
得
た
額
を
基
礎
と
し
て

こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
額
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二

法
第
七
十
一
条
の
六
第
一
項
第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
所
得
係
数
を
算
定
す
る
場
合

徴
収
年
度
の
四
月
一
日
に
お
け
る

全
て
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
係
る
被
保
険
者
の
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
を
徴
収
年
度
に
お
け

る
全
て
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
係
る
被
保
険
者
の
数
の
総
数
で
除
し
て
得
た
額
を
基
礎
と
し
て
こ
ど
も
家
庭
庁

長
官
が
定
め
る
額

（
確
定
支
援
納
付
金
の
算
定
に
係
る
加
入
者
等
の
数
の
総
数
等
の
算
定
方
法
）

第
九
条

各
年
度
に
お
け
る
法
第
七
十
一
条
の
六
第
一
項
第
一
号
イ
、
第
二
号
イ
及
び
第
三
号
に
規
定
す
る
全
て
の
健
康
保
険

者
に
係
る
加
入
者
等
の
総
数
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
全
て
の
健
康
保
険
者
に
係
る
加
入
者
等
の
数
の
総
数
と
す
る
。

２

各
年
度
に
お
け
る
法
第
七
十
一
条
の
六
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
全
て
の
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
加
入
者
等

の
総
数
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
全
て
の
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
加
入
者
等
の
数
の
総
数
と
す
る
。

３

各
年
度
に
お
け
る
法
第
七
十
一
条
の
六
第
一
項
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
全
て
の
地
域
保
険
等
保
険
者
に
係
る
加
入
者
等
の

総
数
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
全
て
の
地
域
保
険
等
保
険
者
に
係
る
加
入
者
等
の
数
の
総
数
と
す
る
。

４

各
年
度
に
お
け
る
法
第
七
十
一
条
の
六
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
当
該
地
域
保
険
等
保
険
者
に
係
る
加
入
者
等
（
十

八
歳
未
満
加
入
者
等
を
除
く
。
）
の
数
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
地
域
保
険
等
保
険
者
に
係
る
加
入
者
等
（
十
八
歳
未
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満
加
入
者
等
を
除
く
。
）
の
数
と
す
る
。

５

各
年
度
に
お
け
る
法
第
七
十
一
条
の
六
第
一
項
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
全
て
の
地
域
保
険
等
保
険
者
に
係
る
加
入
者
等

（
十
八
歳
未
満
加
入
者
等
を
除
く
。
）
の
総
数
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
全
て
の
地
域
保
険
等
保
険
者
に
係
る
加
入
者
等

（
十
八
歳
未
満
加
入
者
等
を
除
く
。
）
の
数
の
総
数
と
す
る
。

６

各
年
度
に
お
け
る
法
第
七
十
一
条
の
六
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
日
雇
保
険
者
と
し
て
の
全
国
健
康
保
険
協
会
に
係
る

加
入
者
等
の
数
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
日
雇
保
険
者
と
し
て
の
全
国
健
康
保
険
協
会
に
係
る
加
入
者
等
の
数
と
す
る
。

７

各
年
度
に
お
け
る
法
第
七
十
一
条
の
六
第
一
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
係
る
被
保
険

者
の
数
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
当
該
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
係
る
被
保
険
者
の
数
と
す
る
。

８

各
年
度
に
お
け
る
法
第
七
十
一
条
の
六
第
一
項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
全
て
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
係
る
被
保

険
者
の
総
数
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
全
て
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
係
る
被
保
険
者
の
数
の
総
数
と
す
る
。

（
確
定
支
援
納
付
金
の
算
定
に
係
る
総
報
酬
割
確
定
負
担
率
の
算
定
方
法
）

第
十
条

各
年
度
に
お
け
る
総
報
酬
割
確
定
負
担
率
は
、
当
該
年
度
に
お
け
る
全
て
の
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
確
定
支

援
納
付
金
の
額
の
総
額
を
当
該
年
度
に
お
け
る
全
て
の
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
標
準
報
酬
総
額
の
合
計
額
で
除
し
て
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得
た
率
と
す
る
。

（
確
定
後
期
高
齢
者
支
援
納
付
金
率
の
算
定
に
係
る
被
保
険
者
の
数
等
の
総
数
の
算
定
方
法
）

第
十
一
条

法
第
七
十
一
条
の
六
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
告
示
を
行
う
年
度
の
前
々
年
度
に
お
け
る
全
て
の
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
に
係
る
被
保
険
者
の
総
数
は
、
当
該
告
示
を
行
う
年
度
の
前
々
年
度
に
お
け
る
全
て
の
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
に
係
る
被
保
険
者
の
数
の
総
数
と
す
る
。

２

法
第
七
十
一
条
の
六
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
令
和
八
年
度
に
お
け
る
全
て
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
係
る
被

保
険
者
の
総
数
は
、
令
和
八
年
度
に
お
け
る
全
て
の
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
に
係
る
被
保
険
者
の
数
の
総
数
と
す
る
。

３

法
第
七
十
一
条
の
六
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
告
示
を
行
う
年
度
の
前
々
年
度
に
お
け
る
全
て
の
健
康
保
険
者
に
係
る

加
入
者
等
の
総
数
は
、
当
該
告
示
を
行
う
年
度
の
前
々
年
度
に
お
け
る
全
て
の
健
康
保
険
者
に
係
る
加
入
者
等
の
数
の
総
数

と
す
る
。

４

法
第
七
十
一
条
の
六
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
令
和
八
年
度
に
お
け
る
全
て
の
健
康
保
険
者
に
係
る
加
入
者
等
の
総
数

は
、
令
和
八
年
度
に
お
け
る
全
て
の
健
康
保
険
者
に
係
る
加
入
者
等
の
数
の
総
数
と
す
る
。

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
に
係
る
納
付
の
猶
予
の
申
請
）
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第
十
二
条

法
第
七
十
一
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
の
一
部
の
納
付
の
猶
予
を
受
け
よ

う
と
す
る
健
康
保
険
者
等
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
納
付
猶
予
申
請
書
を
提
出
し

て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

納
付
の
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
の
一
部
の
額

二

納
付
の
猶
予
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
間

２

前
項
の
納
付
猶
予
申
請
書
に
は
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
当
該
健
康
保
険
者
等
が
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
を

納
付
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
健
康
保
険
者
等
が
行
う
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
に
対
す
る
報
告
）

第
十
三
条

健
康
保
険
者
等
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
に
対
し
、
毎
年
度
、
当
該
年
度
の
各
月
末
日
に
お
け
る
加
入
者
等
の
数

（
地
域
保
険
等
保
険
者
に
あ
っ
て
は
、
加
入
者
等
の
数
及
び
加
入
者
等
（
十
八
歳
未
満
加
入
者
等
を
除
く
。
）
の
数
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
当
該
年
度
の
翌
年
度
の
六
月
一
日
ま
で
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

合
併
、
分
割
又
は
解
散
が
当
該
年
度
の
四
月
二
日
以
降
に
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
合
併
に
よ
り
成
立
し
た
健
康
保

険
者
等
、
当
該
分
割
に
よ
り
成
立
し
た
健
康
保
険
者
等
（
分
割
後
存
続
す
る
健
康
保
険
者
等
が
あ
る
場
合
を
除
く
。
）
及
び



- 20 -

当
該
合
併
後
存
続
す
る
健
康
保
険
者
等
並
び
に
当
該
解
散
を
し
た
健
康
保
険
者
等
の
権
利
義
務
を
承
継
し
た
健
康
保
険
者
等

又
は
清
算
法
人
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
に
対
し
、
当
該
合
併
、
分
割
又
は
解
散
に
よ
り
消

滅
し
た
健
康
保
険
者
等
の
同
年
度
の
各
月
末
日
（
当
該
合
併
、
分
割
又
は
解
散
が
行
わ
れ
た
日
の
属
す
る
月
に
あ
っ
て
は
、

当
該
合
併
、
分
割
又
は
解
散
が
行
わ
れ
た
日
と
す
る
。
）
に
お
け
る
加
入
者
等
の
数
を
、
当
該
合
併
、
分
割
又
は
解
散
が
行

わ
れ
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
等
の
届
出
）

第
十
四
条

新
た
に
設
立
さ
れ
た
健
康
保
険
者
等
又
は
合
併
若
し
く
は
分
割
に
よ
り
成
立
し
た
健
康
保
険
者
等
は
、
当
該
新
た

に
設
立
さ
れ
た
日
又
は
当
該
合
併
若
し
く
は
分
割
が
あ
っ
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
こ
ど
も

家
庭
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

健
康
保
険
者
等
の
名
称
及
び
保
険
者
番
号

二

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

代
表
者
の
氏
名

２

健
康
保
険
者
等
は
、
合
併
若
し
く
は
分
割
が
あ
っ
た
と
き
、
解
散
を
し
た
健
康
保
険
者
等
の
権
利
義
務
を
承
継
し
た
と
き
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又
は
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
合
併
若
し
く
は
分
割
が
あ
っ
た
日
、

当
該
解
散
を
し
た
健
康
保
険
者
等
の
権
利
義
務
を
承
継
し
た
日
又
は
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
変
更

が
あ
っ
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
被
用
者
保
険
等
保
険
者
が
行
う
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
に
対
す
る
報
告
等
）

第
十
五
条

被
用
者
保
険
等
保
険
者
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
各
号
に
定
め
る
期
日
ま
で
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

各
年
度
の
標
準
報
酬
総
額
の
見
込
額

当
該
年
度
の
前
年
度
の
十
一
月
末
日

二

各
年
度
の
標
準
報
酬
総
額

当
該
年
度
の
翌
年
度
の
八
月
末
日

２

合
併
、
分
割
又
は
解
散
が
当
該
年
度
の
四
月
二
日
以
降
に
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
合
併
に
よ
り
成
立
し
た
被
用
者

保
険
等
保
険
者
、
当
該
分
割
に
よ
り
成
立
し
た
被
用
者
保
険
等
保
険
者
（
分
割
後
存
続
す
る
被
用
者
保
険
等
保
険
者
が
あ
る

場
合
を
除
く
。
）
及
び
当
該
合
併
後
存
続
す
る
被
用
者
保
険
等
保
険
者
並
び
に
当
該
解
散
を
し
た
被
用
者
保
険
等
保
険
者
の

権
利
義
務
を
承
継
し
た
被
用
者
保
険
等
保
険
者
又
は
清
算
法
人
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
に

対
し
、
当
該
合
併
、
分
割
又
は
解
散
に
よ
り
消
滅
し
た
被
用
者
保
険
等
保
険
者
の
同
年
度
の
標
準
報
酬
総
額
を
、
当
該
合
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併
、
分
割
又
は
解
散
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
端
数
計
算
）

第
十
六
条

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
額
等
を
算
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
額
等
に
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
調
整
金
額

一
円
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
る

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
各
健
康
保
険
者
に
係
る
加
入
者
等
の
見
込
数

一
未
満
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る

第
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
各
地
域
保
険
等
保
険
者
に
係
る
加
入
者
等
（
十
八
歳
未
満
加
入
者
等
を

除
く
。
）
の
見
込
数
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第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
同
号
イ
に
掲
げ
る
額
を
同
号
ロ
に
掲
げ
る

小
数
点
以
下
第
八
位
未
満
を
四
捨
五

額
で
除
し
て
得
た
率

入
す
る

第
四
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
同
号
イ
に
掲
げ
る
額
を
同
号
ロ
に
掲
げ
る

額
で
除
し
て
得
た
率

第
六
条
に
規
定
す
る
総
報
酬
割
概
算
負
担
率

第
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
額

一
円
未
満
の
端
数
を
四
捨
五
入
す
る

第
十
条
に
規
定
す
る
総
報
酬
割
確
定
負
担
率

小
数
点
以
下
第
八
位
未
満
を
四
捨
五

入
す
る
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法
第
七
十
一
条
の
五
第
一
項
第
四
号
ハ
及
び
第
七
十
一
条
の
六
第
一
項
第
四
号

小
数
点
以
下
第
十
一
位
未
満
を
四
捨

ハ
に
規
定
す
る
所
得
係
数

五
入
す
る

（
公
示
）

第
十
七
条

こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
は
、
次
に
掲
げ
る
率
又
は
額
を
年
度
ご
と
に
あ
ら
か
じ
め
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

一

算
定
率
（
各
年
度
に
お
け
る
全
て
の
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
第
一
条
第
一
項
第
一
号
の
合
計
額
の
総
額
を
当
該

年
度
に
お
け
る
全
て
の
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
標
準
報
酬
総
額
の
見
込
額
の
合
計
額
で
除
し
て
得
た
率
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
に
小
数
点
以
下
第
八
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
率

二

算
定
率
に
小
数
点
以
下
第
四
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
上
げ
た
率

三

第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
率

四

第
二
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
さ
れ
る
同
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定

め
る
率

五

第
六
条
に
規
定
す
る
総
報
酬
割
概
算
負
担
率
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六

第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
額

七

第
十
条
に
規
定
す
る
総
報
酬
割
確
定
負
担
率

八

被
用
者
保
険
等
保
険
者
が
、
健
康
保
険
法
第
百
六
十
条
の
二
に
規
定
す
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
率
（
共
済
組
合
又

は
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
に
あ
っ
て
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
に
係
る
掛
金
の
割
合
）
を
定
め
る

に
当
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
率
と
し
て
、
算
定
率
を
基
礎
と
し
て
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
率

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
令
和
十
年
度
に
お
け
る
調
整
金
額
の
特
例
）

第
二
条

令
和
十
年
度
に
お
け
る
法
第
七
十
一
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
調
整
金
額
は
、
第
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

被
用
者
保
険
等
保
険
者
ご
と
に
令
和
八
年
度
の
概
算
支
援
納
付
金
の
額
が
同
年
度
の
確
定
支
援
納
付
金
の
額
を
超
え
る
と
き

は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
第
三
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
四
号
に
掲
げ
る
額

を
控
除
し
て
得
た
額
と
の
合
計
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
し
、
令
和
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八
年
度
の
概
算
支
援
納
付
金
の
額
が
同
年
度
の
確
定
支
援
納
付
金
の
額
を
超
え
な
い
と
き
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第

一
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
第
四
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
の
合
計
額

（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ

令
和
九
年
度
の
当
該
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
概
算
支
援
納
付
金
の
額

ロ

令
和
八
年
度
及
び
令
和
九
年
度
の
当
該
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
概
算
支
援
納
付
金
の
額
を
勘
案
し
て
こ
ど
も

家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
額

二

イ
に
掲
げ
る
額
に
ロ
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

イ

令
和
九
年
度
の
当
該
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
標
準
報
酬
総
額
の
見
込
額

ロ

令
和
九
年
度
に
係
る
第
十
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
率

三

次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額

イ

令
和
十
年
度
の
当
該
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
概
算
支
援
納
付
金
の
額

ロ

令
和
八
年
度
の
当
該
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
確
定
支
援
納
付
金
の
額
か
ら
同
年
度
の
当
該
被
用
者
保
険
等
保
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険
者
に
係
る
概
算
支
援
納
付
金
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額

ハ

令
和
八
年
度
の
当
該
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
標
準
報
酬
総
額
の
見
込
額
に
同
年
度
に
係
る
第
十
七
条
第
一
号

に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
、
同
年
度
の
当
該
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
標
準
報
酬
総
額
に
同
年
度
に
係

る
第
十
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額

ニ

令
和
九
年
度
及
び
令
和
十
年
度
の
当
該
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
概
算
支
援
納
付
金
の
額
を
勘
案
し
て
こ
ど
も

家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
額

四

イ
に
掲
げ
る
額
に
ロ
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

イ

令
和
十
年
度
の
当
該
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
標
準
報
酬
総
額
の
見
込
額

ロ

令
和
十
年
度
に
係
る
第
十
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
率

（
調
整
金
額
等
の
特
例
）

第
三
条

令
和
十
一
年
度
か
ら
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
一
条
第
一
号
ニ
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
号
ニ
中
「
徴
収
年
度
の
当
該
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
概
算
支
援
納
付
金
の
額
か
ら
同
年
度
の
前
年
度

の
当
該
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
概
算
支
援
納
付
金
の
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
、
六
で
除
し
て
得
た
額
」
と
あ
る
の
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は
、
「
徴
収
年
度
及
び
同
年
度
の
前
年
度
の
当
該
被
用
者
保
険
等
保
険
者
に
係
る
概
算
支
援
納
付
金
の
額
を
勘
案
し
て
こ
ど

も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
額
」
と
す
る
。

２

令
和
八
年
度
か
ら
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
十
七
条
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
号
中
「
第
一
条
第
一
項
第
一
号
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
一
条
第
一
項
第
一
号
の
合
計
額
を
勘
案
し
て
こ
ど

も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
額
」
と
す
る
。

（
令
和
七
年
度
に
お
け
る
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
に
対
す
る
報
告
の
特
例
）

第
四
条

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
健
康
保
険
者
等
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
に
対
し
、
令
和
六
年
度
の
各

月
末
日
に
お
け
る
加
入
者
等
の
数
を
令
和
七
年
十
一
月
末
日
ま
で
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
高
齢
者
の
医

療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
保
険
者
の
前
期
高
齢
者
交
付
金
等
の
額
の
算
定
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
九
年
厚
生
労

働
省
令
第
百
四
十
号
）
第
四
十
三
条
の
四
第
二
項
及
び
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
六
年
度
の
各
月
末
日

に
お
け
る
加
入
者
等
の
数
を
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
に
報
告
し
て
い
た
場
合
に
は
、
当
該
報
告
を
も
っ
て
、
こ
れ
に

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
地
域
保
険
等
保
険
者
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
に
対
し
、
令
和
六
年
度
の
各
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月
末
日
に
お
け
る
加
入
者
等
（
十
八
歳
未
満
加
入
者
等
を
除
く
。
）
の
数
を
令
和
七
年
十
一
月
末
日
ま
で
に
報
告
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。



国民健康保険制度、後期高齢者医療制度における子ども・子育て支援金の考え方 

 

○ 被用者保険における保険料は標準報酬月額に保険料率を乗じて算出するが、給付

と負担のバランス等の観点から標準報酬月額の最高等級が設定され、保険料に上

限が設けられている。 

 

○ 国民健康保険制度及び後期高齢者医療制度の保険料は、定額で賦課される部分と

所得に応じて賦課される部分で構成されており、各市町村等において条例で定め

ているところ、被用者保険と同様の趣旨で保険料負担の上限が設けられている

（国が賦課限度額の上限を定め、各市町村等がその範囲内で賦課限度額を設定）。 

※ 国民健康保険制度においては、医療給付に係る保険料に加え、40 歳以上 65 歳

未満の者に係る介護保険料を徴収しているが、医療給付、介護保険料に係る部

分、それぞれについて賦課限度額が設定されている。 

 

○ したがって、厚生労働省において、国民健康保険制度、後期高齢者医療制度にお

いて、他の保険料と同様に、子ども・子育て支援金に係る賦課限度額を設定する

予定。 

 

○ 支援金の賦課限度額設定の基本的な考え方については以下のとおりであり、具体

的な賦課限度額については、今後厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会での

議論を踏まえて決定される。 

 

【子ども・子育て支援金の賦課限度額設定の基本的な考え方】 

（国民健康保険制度） 

   現行の制度では、被用者保険とのバランスを考慮し、医療分と介護納付金賦課

分あわせて、賦課限度額超過世帯割合が 1.5％に近づくように設定されているた

め、子ども・子育て支援金制度についても、その考えを踏まえて設定することを

検討する。 

 

（後期高齢者医療制度） 

 現行制度では、国民健康保険制度の賦課限度額の引上げの状況、保険料率上昇

見込み等を踏まえて医療分の賦課限度額を設定しており、子ども・子育て支援金

制度については、医療分の賦課限度超過割合と概ね同じになるように設定するこ

とを検討する。 


